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はじめに

　筆者はこれまでアメリカ合衆国における厳罰主義のゼロ・トレランスによってもたら

される否定的な影響を検証した調査結果や批判的研究、さらにはゼロ・トレランスに代

わる修復的司法の実践等の取り組みとその動向について注目し考察してきた。1）本稿は

その続稿として、第1章で近年のゼロ・トレランスとそれがもたらす「学校から刑務所

へのパイプライン」2）現象を示すデータを補いつつ、批判的言説とゼロ・トレランスの

代替策や議論の展開について取り上げ、第2章でゼロ・トレランスが体現する校則至上

主義とも言うべき「校則に合わせる教育」が学校教育’ O民主主義と生徒の市民性の発達、

さらには将来の市民としての社会参加のありように及ぼす問題をテーマに考察する。

第1章ゼロ・トレランスをめぐる近年の展開

第1節ゼロ・トレランスの実態と批判的言説

　ゼロ・トレランスと一体的な人的・物的安全施策の近年の状況については、クリスト

ファー・マレットは近著『学校から刑務所へのパイプラインー総合的評価』（2015年）で、

連邦教育局の2014年度統計等に依りつつ、学校安全職員（school　safety　officers、通常

は警察官）、監視カメラの配置はとくに都市部の中心地域の学校で顕著に増加している

こと、今日の学校安全施策は多数の生徒に否定的な影響を及ぼしていること、学校安全

職員については全体で42パーセントの学校で配置されていること、2009年度に全米で

校地内で96，000人の生徒が逮捕され242，000人の生徒が学校当局によって少年裁判に
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照会されていること、を紹介している。そして、こうした学校は刑務所に似た施設と化

すことで生徒の学習環境を損ない、とりわけ財源が乏しい貧困地域では学校安全職員の

配置と安全施策によって学校環境が悪化する可能性があると批判している。3）また、教

育統計ナショナルセンターの全米公立学校調査によれば、2013年度監視カメラは小学

校で67．2パーセント、中学校で83．7パーセント、高校で89．2パーセントで設置され、

金属探知機の常設・無作為（random）金属探知機はそれぞれ小学校で1．01パーセント・

1．41パーセント、中学校で2．4パーセント・7．6パーセント、高校で4．3パーセント・8．7

パーセントで設置されており、麻薬捜索犬は小学校で5．5パーセント、中学校で44．2パー

セント、高校で57パーセントが無作為に利用されている。4）一方、ゼロ・トレランス

による懲戒処分の状況については、連邦教育省公民権局によれば2011年度全米で停学

処分を一回受けた生徒が190万人以上、二回以上受けた生徒が155万人以上であり、退

学処分を受けた生徒は13万人である。そして、アフリカ系生徒が白人生徒の3倍の比率

で停学・退学処分を科されている人種的不均衡・差別の実態が明らかにされている。5）

　さて、ゼロ・トレランス研究の先駆者であるラッセル・スキバらによれば、約20年

間政策立案者の多くは生徒の問題行動等に対して停学・退学処分に依存する断固たる方

針で臨んできたが、ゼロ・トレランスは教育的に効果がなくとりわけ歴史的に不利益を

受けてきた境遇にある生徒が社会的にも学習面でも否定的な影響を被るリスクを大きく

していることは多くの研究で明らかにされてきた。6）また、現代アメリカ社会における

監視化と厳罰化が青少年や学校教育に及ぼす問題を厳しく批評しているヘンリー・A

ジルーも次のように指摘する。7）ゼロ・トレランスはクリントン政権下の1994年の連

邦ガン・フリー学校法を契機に各州で実施されていくが、その後ブッシュ政権になり学

校安全を目的に生徒たちは学校当局と政治家によって擁護される特定の攻撃的な政策の

影響下に置かれていく。すなわち、第1に生徒たちは主に彼らを処罰し抑圧し排除する

ために用いられるゼロ・トレランスにますます支配されていること、第2に生徒たちは

学校安全職員が厳しい懲戒施策を駆使することによってそれまで教員が教室内外で行っ

ていた規範教育に代えて今や「理由のない罪の意識」（crime　complex）を被る可能性

があること、第3に学校では教育と少年非行の間の空間が壊され創造的な営みである学

習の代わりに刑事取り締まり的な教育を取り入れ対話の可能性を育む学校文化が恐怖と

社会的統制の文化に置き換えられていること、である。その結果、都市部における学校

の有色人種の生徒の多数は厳罰的なゼロ・トレランスのために学校から排除されるだけ

でなく少年院の暗い部屋と大人として裁かれる裁判と刑務所に送られている。ジルーは

次のようにも描写している。「学校は容赦のない社会（apunishing　society＞の手本と

なり、そこでは服装規程違反や教室での軽微な秩序違反行為をした生徒が手錠をかけら

れ警察の調書をとられ収監されている。…一今やこれまで以上に、多くの学校が若いア

フリカ系の男子生徒をただ犯罪者施設に放り込むかあるいは刑事司法制度の下で刑務所

に収監している」8）、「学校はますます刑務所文化を受け入れ刑事司法機関の延長部分
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として攻撃的に変わりつつある」。9）

　こうした状況に対し、スキバらは生徒を処罰し学校から排除するゼロ・トレランスは

生徒のために良好な学習環境を創造できるという考え方は幻想的であることが証明され

ており、その一方で建設的な学校環境の創造に総合的にアプローチする施策として関係

性の構築、社会的情緒的学習、学校の構造改革を重視する戦略が現れてきていると指摘

している。10）すなわち、教育指導者や教育専門職団体は生徒懲戒における代替モデル

にシフトさせ、学区、州、連邦の政策立案者たちは多数の生徒の学ぶ機会を奪うことな

く有意義で良好な教育環境を創造するより建設的な代替策に力を入れてきている。タリ

ア・ゴンザレスは論文「生徒の在学の継続一修復的司法・厳罰的懲戒・学校から刑務所

へのパイプライン」（2012年公刊）で、学校で実践されている修復的司法に注目し、そ

の実践は世界的には新しい取り組みとはけっして言えないが、アメリカ合衆国で学校を

基盤にした修復的司法は処罰的懲戒のゼロ・トレランスがもたらす甚大な否定的影響を

回避する取り組みとして比較的最近始まった実践であるとしつつこの5年間に急成長の

広まりをみせていると述べている。11）

　こうして、ゼロ・トレランスへの代替策としての修復的司法の実践の取り組みが暴力

事件の減少や停学・退学処分・逮捕の減少等の効果を挙げていることを背景に、2014

年1月オバマ政権は約20年間実施されてきたゼロ・トレランスを批判的に総括し事後

的な処罰ではなく支援的で事前予防的な生徒懲戒の方針に再設計する見直し政策を打ち

出した。その中で修復的司法の実践が高く評価され奨励されている。12）

第2節教育専門職団体のゼロ・トレランス総括と代替策

　全米で幼児教育から高等教育の160万人の教職員で構成されるアメリカ教員組合

（American　Federation　of　Teachers、　AFT）はゼロ・トレランスを定める連邦ガン・

フリー学校法の制定に積極的に取り組んだ経緯があるが、同組合のランディ・ウェイン

ガーテン委員長は、論稿「これまでの処罰から支援へ」の中でゼロ・トレランスに対す

るこれまでの立場を自己批判的に総括している。13）

　「いわゆるゼロ・トレランスの再検証を多くの人たちが求めている。ゼロ・トレラン

　スは、私を含め懲戒手続きを標準化し不品行に振る舞う生徒たちの妨害から守ること

　を期待していた人々によって進められた。すなわち、ゼロ・トレランスは警察活動に

　おける割れ窓理論と類似している。私たちは間違っていた。これまでのデータでは、

　ゼロ・トレランスは学校を安全にすることに失敗し、ゼロ・トレランスによる人種差

　別的な適用は1964年公民権法に違反していることが証明されている」。

　「私は、重大な振る舞いをした生徒に対する停学処分や退学処分が認められそれが必

　要な場合があることを承知している。しかし、重大でない行為あるいはごくあり得る

　行為については適切で均衡がとれた措置で扱われなければならないことも承知してい

　る。そのような措置には、学校の指導者、’教員、学校配置の警察官を含むその他の職
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　員に対する教室の管理、児童心理学、文化的認識能力、紛争解決に関する職能開発、

　生徒が自己の行いの結果に対する責任を負う修復的司法の実践、生徒がフラストレー

　ションやもめ事に対処する対人関係スキルを身につける社会的情緒的学習を学校のカ

　リキュラムの中に含めること、行動規範に違反し教室から排除する必要がある生徒へ

　の学習の機会を継続しながら質の高い代替的教育環境を提供すること、生徒が支援を

　必要としている兆候を最初に示すことなしに重大な非違行為に走ることは稀であるこ

　とから問題が起こった後に生徒をただ処罰するのではなく、生徒のニーズに対応した

社会的・健康的・心理的サービスを提供することで問題行動の発生を予防することが

　可能でありそのようなサービスを提供すること、が含まれる」。

　「建設的に振る舞うことができる生徒の発達を促すことよりも処罰を強調するこれま

　でのゼロ・トレランスの懲戒方針は機能していない。このような懲戒方針は私たちの

　学校をいっそう不公正なものにしている。私たちは今、この過ちから学ばなければな

　らない時機に直面している」。

　また、全米で300万人の幼児教育から大学教育の教員等が加盟する最大の職能団体で

ある全米教育協会（The　National　Education　Association、　NEA）のデニス・ヴァン・

ローケル委員長も同様の見解を表明している。14）

　「学校から刑務所へのパイプラインに生徒を送る現象を惹起させ悪影響のある懲戒処

　分の人種的不均衡をなくす取り組みが広がっている。心身共にもっとも傷つきやすい

　非常に多くの生徒が暴力を伴わない軽微な振る舞いをしたことを理由に教室から排除

　されている。このような懲戒は、生徒たちを学業の失敗とドロップ・アウトに追いや

　る重大な危険にさらし、生徒をきわめて頻繁に学校から刑務所へのパイプラインに不

　必要にも送っている」。

　「私たち教職員の非常に多くは、生徒の発達上のニーズに対応するのに必要な支援と

　諸資源を欠いている」。

　そしてローケル委員長は、組合員に対し生徒の懲戒問題に対処するためその効果が証明

されている修復的司法の実践に取り組むよう呼びかけ、そのための高度な職能開発の研修

用の教材を推奨している。委員長によれば、修復的司法のプログラムセットは修復的司法

に関する理解とその実践が学校コミュニティの構築と建設的な紛争解決によって安全な学

習環境を創造できるよう教員たちがより理解を深める助けになることが期待されている。15）

　以上のように、2大教育専門職団体は厳罰的なゼロ・トレランスに代えて修復的司法

の実践に取り組む方針に転換した。16）ただその一方で、教員たちの中には生徒の問題

行動への対処法について支援が不十分であるとしてNEAの方針変更に抗議する動きが

ロス・アンジェルス、ミネアポリス、フィラデルフィアの地方組織でみられる。17）そ

の中で、ブイラデルフイア教員組合（Philadelphia　Federation　of　Teachers）はオバマ

政権のゼロ・トレランス方針の見直し政策を受けた学区の新しい懲戒方針に対し公式的

に反対の態度を打ち出した。生徒の問題行動は貧困、教育財源、教員の能力、懲戒方法
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の問題から生じていることから、生徒に対する懲戒・排除処分を禁止するだけでは解決

策にはならないというのが反対する教員たちの弁明である。18）

第3節2016年大統領選とゼロ・トレランスをめぐる争点

　2016年の大統領選挙ではゼロ・トレランスの問題が取り上げられ、民主党綱領委員

会会議（platform　committee　meeting）では、「私たちは有色人種と障害を負った生徒

に不均衡に影響を与える懲戒方針に反対し、教育・学習環境の改善を支援し生徒と教職

員が平和的に敬意を持って争いを解決する修復的司法の実践を支援し、学校から刑務所

へのパイプラインをなくそう。私たちは、学校文化を改善しあらゆる種類のいじめと闘

おう」とする綱領文案が議論されている。19）UPI（United　Press　Internationa1）によ

れば、選挙戦中ヒラリー・クリントン民主党候補が教育改革の課題の中でもっとも明確

にしている争点は、多くの都心部における学校から刑務所へのパイプラインの一掃であ

る。AFTとNEAの支持を受けオバマ政権のゼロ・トレランスの見直し政策を継承す

るクリントン候補は、アフリカ系とラテーノ系の生徒や障害生徒を処罰する学校の刑罰

化の状況を厳しく批判している。ゼロ・トレランス方針に頼る学校文化を変えるために

停学処分と生徒の逮捕率が高い学区が支援職員を雇用することができる教育予算として

2000億ドルの支出を提案している。この財源は、学校環境支援チームとして個々の学

校が重い懲戒処分の対象となる問題が起こらないよう教室での懲戒方法を改善するため

に教員と連携して職務を行う支援職員を雇用することができる財源として見込まれてい

る。それはまた、学区レベルで停学処分や逮捕ではなく、生徒を教室に留め置くことを

重視する新しい懲戒方針を策定するのに役立つことが見込まれている。この提案はまた、

生徒の懲戒問題を処理するために学校リソース職員（警察官）に頼る学区が生徒の懲戒

問題を扱う研修を十分受けていない警察官ではなく、カウンセラーと教育経験がある専

門職員を増員することを可能にする提案とされている。20）

　一方、ロナルド・トランプ共和党候補はサイトやキャンペーンでゼロ・トレランスあ

るいは学校から刑務所へのパイプラインの問題についてはとくに言及していない。21）

2016年11月トランプ候補が勝利し、2017年1月大統領に就任した。教育省長官には学

校選択制やチャーター・スクールの推進団体代表のべッッイ・デボス氏が就任した。

AFTとNEAは同氏の就任に反対する見解を表明していた。22）デボス新教育省長官は

オバマ政権時のゼロ・トレランス方針の見直し政策から生徒の自己責任を追及する厳罰

主義を維持する政策に転換していくことが予想される。

第4節ゼロ・トレランスと国連の議論

　アメリカ合衆国のゼロ・トレランスの問題は国連でも議論されている。国連のアフリ

カ系市民の人権問題を調査するワーキンググループは、ワシントンDC、ジャクソン市、

シカゴ市、ニューヨーク市を訪問し、刑事司法、住宅、教育の各領域における人種差別
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の問題に取り組む専門家と支援団体からヒアリングを行っている。ワーキンググループ

は、2016年1月国連が開催した専門家会議でアフリカ系市民に対する警察官の発砲事

件に象徴される過剰な取り締りの問題に関する情報収集を踏まえ、生徒懲戒の問題につ

いて次のように否定的な状況認識を示している。23）

　「・私たちは、全米で学校に警察官が配置され軽微な非違行為で生徒が逮捕されている

　情報を得ている。警察官は学校で生徒を拘束し、身体検査をし、逮捕する権限を持って

　いること、学校の安全を確保するためにゼロ・トレランスと高圧的な取り締まりは人種

　的推定によりアフリカ系生徒に対する過度な刑罰化とハラスメントの結果を生じさせて

　いること、アフリカ系生徒は白人生徒に比べて厳罰処分を受ける可能性が高いこと、こ

　のような現象は残念ながら『学校から刑務所へのパイプライン』と称されていること。

　・ゼロ・トレランス方針を定めている州法は、人種的偏見に基づき適用されており、

　多数の若いアフリカ系生徒が犯罪を犯す誘因である背景事情に取り組まれることなく、

　またコミュニティをより安全にする保障なしに生徒は収容施設に留置されており、効

　果的な更生指導サービスも提供されていないこと。

　・また、軽微な非違行為を理由に貧困な境遇にある生徒に過重な処分が科され、こう

　した厳罰はとりわけ年齢が若い生徒に与える影響が懸念されていること」。

　その上で、ワーキンググループは以下の通り勧告している。

　「・学校安全の施策を改め学校における警察活動は中止すべきであること。

　・学校での生徒の拘束と隔離は禁止すべきであり、メンタル・ヘルスの問題を抱えて

　いる生徒に対して早期にカウンセリングが行われ、自閉症、注意欠陥その他の障害を

　抱えている生徒は特別に配慮され保護されなければならないこと。

　・連邦政府は公正な生徒懲戒の方針に関するガイドラインを策定し、その適用におい

　ては人権に関する国際的基準を遵守すること、懲戒処分の対象にする禁止行為の数を

　減らし学校の学習環境を改善するために生徒の振る舞いへの積極的な介入及び支援と

　修復的司法の実践に取り組まなければならないこと。

　・アメリカ合衆国の教育省はゼロ・トレランスがアフリカ系生徒に及ぼす甚大な影響

　について検証すべきであること、ゼロ・トレランスによって教育機関から排除されて

　いる生徒を復学させることにとくに重点を置いて研究する特別プロジェクトを立ち上

　げるべきであること」。

第2章　「校則に合わせる教育」と市民性効果

第1節　ゼロ・トレランスの文化と「校則に合わせる教育」

　ジルーは民主主義の価値と生徒の市民性を育む学校教育の意義について指摘している。

「民主主義は市民が自発的であり自己判断し自立していなければまったく機能しない。
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これは、生徒が制度改革や政策決定に限らず日常生活に影響を与える政策形成に参加し

決定するのに欠かせない重要な判断と選択を行う時に絶対必要な要素である。そこで、

教育は生徒が単に統治される方法だけではなく統治する方法についても学ぶための基礎

を提供するという点で民主主義の土台である」24）。しかし、いわゆる容赦のないアメリ

ヵ社会を背景にした容赦のないゼロ・トレランスは生徒の批判的で自律的な思考能力の

発達と市民としての成長を妨げているとし、「青少年、公教育、批判的思考に対する現

代の戦いは、何よりも批判的教育と民主主義を可能にする諸条件に対する攻撃である」

25）、「学校は、若者を学識が豊かで社会に批判的に参加する市民に育てる機関としての

公的な使命を剥ぎ取られ（ている）」26）、と非難する。また、クリストファー・G．ロビ

ンズは、ジルーらの言説を考察しながら、「ゼロ・トレランスは公立学校における民主

主義の可能性、生徒の権利、教員の自主性を徐々に蝕む複雑で危険な現象である」とし

つつ、ゼロ・トレランスの問題は学校と青少年の問題だけでなく、新自由主義の下での

生活様式を合理化し（ゼロ・トレランスで生徒が自己責任として学習の公共空間から排

除される等）、有意義な民主的社会的諸関係の可能性を損ねる民主主義の問題でもある、

と指摘する。27）

　ところで、ウィリアム・ライアンズらは「ゼロ・トレランスの文化」（zero　tolerance

culture）は多くの教員、親、学校管理職が生徒たちの問題を解決する取り組み、すな

わち少なくとも対話的な協議（negotiation）、交渉、妥協の可能性のある文化を必要と

する取り組みの土台を侵食しているとする。そして、ゼロ・トレランスの文化は問題の

解決と紛争の管理を促す指導者を増やすのではなく、民主主義に代えて懲戒処分を、対

話的な協議の代わりに監視を、教育の代わりに法執行をそれぞれ選択し、国民として私

達が直面する問題を悪化させもっとも恵まれていないコミュニティを人種的に不均衡に

犠牲にする事態を助長していると言う。99）ライアンズらのこうした議論に依拠しつつ、

カプチックはアメリカ合衆国の南西部と中東部の2州の高校4校のゼロ・トレランスの

調査研究を踏まえつつ、ゼロ・トレランスは生徒が民主主義の実践を体験する機会を奪

い、民主主義を担う能動的な市民として成長する可能陛を阻むことになるであろうと批

判し、ゼロ・トレランスの文化は「校則に合わせる教育」（teaching　to　the　rules）と非

常に類似しているとする。

　カプチックは、学校が生徒に学力標準テストに準備させるためにカリキュラムを用意

する教育を「テストに合わせる教育」（teaching　to　the　test）と呼び、その類推で生徒

の問題行動等を解決し生徒の振る舞いを正すためではなく生徒にただ校則に従うことだ

けを教える教育を校則に合わせる教育と呼ぶ。29）校則に合わせる教育は、学校の構成

員による民主的な対話を通じた取り組みを浸食し生徒たちの問題を解決する土台のあり

ようを壊す。なぜなら生徒たちの問題の解決にはゼロ・トレランスの手法とは正反対の

アプローチである協力と対話的な協議を必要とするからである。カプチックによれば、

全米で厳格な処罰と厳しい安全施策が広まっていることは生徒の問題行動への対策が現

53



在の学校が直面する最優先課題であることを示しており、こうした中で校則のありよう

がより中心的な課題になっていることは驚くべきことではない。しかし、今日の処罰方

針と安全施策は校則に合わせる教育を強める可能性があると批判する。30）

第2節　「校則に合わせる教育」と非民主的学校風土の醸成

　カップチックはトーマス・J．キャットローとの共著論文「生徒懲戒の力関係と新自

由主義の時代」で、コロンバイン高校銃乱射事件のような事件に対してカウンセリング

の充実、学校への教育財源の大幅な充当、生徒の学習問題の重視、学校の統治への生徒

の民主的な参加の奨励等の戦略と異なり、学校における暴力を防止するために生徒を学

校から排除し処罰を強化する施策にかなり限定的に集中していることが注目されるが、

これは基本的に非民主的な取り組みであると指摘する。31）そこで、カプチックは校則

に合わせる教育は非民主的な学校風土（school　climate）32）を醸成するとして次のよう

な問題を挙げている。

　第1に、校則への固執と学校の権威の維持である。33）例えば、「学校の管理職は生徒

が不品行に走った問題より校則に重点を置き、生徒を校則に従わせる理由としてただ学

校の権威装置を示し処分する可能性について話す」34）、「学校は生徒懲戒の処分手続き

と実体を混同している。学校が校則に合わせて教育する時、生徒の実際の振る舞いを正

すためではなく学校がその存在の基礎にしている校則それ自体と権力関係の堅持を目的

に校則を強制しようとしている」、35）と指摘する。また、次のようにも言う。「学校は

生徒の問題行動の結果がどうであれ、生徒懲戒の処分手続きの重要性を教える。教育に

合わせる教育は生徒に対して学校の権力とその権威を発動し強化する一つの手段であ
る」。36）

　すなわち、校則に合わせる教育では学校の権力と権威を誇示することを主眼とし、学

校は校則の内容と処分理由について説明責任を果たそうとしない。もっともその背景に

は、教員が学校に配置された警察官による威圧的な権限行使に対して従属的関係に余儀

なく置かれ学校の権威が失墜しているという問題の構図がある。37）

　第2に、校則自体の自己目的化と生徒の意見表明権の否定である。カプチックは述べ

る。「校則に合わせる教育の重要な特徴の一つは、校則を守らせることがより重要であ

り生徒が実際に起こした問題については何も取り組まれないことである」38）、「生徒を

校則に従わせようとする時、教員は生徒に対する処分を避ける必要や校則の目的や校則

を守らなければならない理由については何も触れない。親が自分に従わせるために子ど

もにともかく『私が親だから』と話すように、学校の管理職は学校の権威と校則に違反

した場合の結果を引き合いに出すだけで校則と処分を正当化しがちである」39）、「学校

が校則と学校の権威を最優先する時、生徒が自分たちが起こした問題をどう認識してい

たかはほとんど問題にされない。生徒が校則を破ったかどうかということだけが問題に

される。その結果、学校は生徒が校則に対して抱く不公正さや校則を破った理由につい
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て話そうとする時生徒の意見を聴くことはめったにない」。40）

　第3に、生徒個人の結果責任の追及と支援・予防策の欠落である。カクプッチは言う。

「生徒の声を聴くことは生徒のニーズについて多く学ぶことに役立ち重要である。懲戒

権者が生徒の声に耳を傾けるならば、生徒がより良い行いを選択するよう支援する機会

にすることができるであろう。問題を抱えた生徒を支援したり生徒に適切な助言をする

ことができるであろう。また、懲戒処分に当たるとされる事案から、学校がどの教員が

教室で生徒の管理の仕方について支援を必要としているのか、どの生徒の違反行為が問

題の悪化につながるのかについてもっと知ることができる。生徒の苦情、弁明、説明に

は学校や生徒に役立つ情報が含まれているが、これらの情報はたいてい顧慮されること

はない。起こした問題行動についての生徒の言い分や説明に対してではなく校則違反と

いう結果だけが注目されてこのような機会は失われる」。41）

　指摘されるように、生徒懲戒の過程は生徒が犯した過ちから学び再発防止と更生を図

るための原因究明と生徒への支援策を探る場である。あるいは、学校・教員にとっては

懲戒処分を科す生徒に対する指導・管理法を検証できる好機でもある。しかし、ゼロ・

トレランスによって生徒と学校・教員等の関係当事者が共同して「失敗」から学ぶ機会

はなくなる。42）

　第4に、非民主的な生徒懲戒と問題行動の再生産的・悪循環的効果である。カプチッ

クは述べる。「実際問題として、学校の安全施策と処罰はきわめて反民主的である可能

性を有している。懲戒権者は生徒の意見に耳を傾けたり生徒のニーズや将来の見通しに

ついてほとんど考慮しない」、43）「懲戒過程では生徒や家族の意見を聴かない。懲戒過

程に生徒たちが参加することが認められない。こうした学校の対応は学校は生徒に対し

て懲戒過程に生徒が民主的に参加することには関心がないという強力な教訓を伝える」

⑩。その上で、カプッチクは言う。「学校で起こる犯罪を減らすための最善の方策は生

徒が校則と懲戒処分が公正であると受けとめる認識を高めることである」。45）同様に、

デレック・W．・ブラックは教育的な配慮を欠く硬直的な校則に合わせる教育が懲戒・

排除処分を受ける生徒のみならず一般生徒も学校の権威に対し不信感を募らせることを

危惧する。すなわち、懲戒処分が厳しくかつ過度になるに従って処分を受けない他のす

べての生徒は処分を専断的で不公正であると認識しその結果学校・教員に対する憤慨、

反発、不安、失望を含む何らかの多くの否定的な反応を示すであろうと指摘する。46）

こうして、生徒たちが厳格な懲戒方針に対して反発する中で学校の環境がますます無秩

序な状態になり、生徒は不公正な校則に逆らう意思を示しがちである。47）ここには、

問題行動は生徒個人が選択する結果ではあるが、同時に学校教育の体制と環境との相関

関係ないしは負の連鎖をみることができる。48）また、こうした憂慮される学校環境によっ

て教員の欠勤、離職、異動等の事態にも発展している。49）
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第3節　生徒の市民性効果と校則コンプライアンス

　カクプッチは、学校教育における民主主義の価値と生徒の市民性の発達を重視する視

点からゼロ・トレランスを批判し、それに代わる懲戒の過程と手法として修復的司法の

実践を意義づける。そこで提起されている主な論点を考察する。

　第1に、ゼロ・トレランスによる生徒の無力化とその社会化効果についてである。す

なわち、「厳格なゼロ・トレランスと警察官の配置と厳重な安全施策がもたらす潜在的

な影響は生徒が権威ある当局との関わり方をいかに形成するかという点できわめて重要

であり、今日の生徒懲戒は危険であるという教訓を示す可能性がある。その一つの教訓

は、生徒が学校の権威に異議申し立てすることなく現存の権力関係を無批判に受け容れ

ることである」50）、「生徒懲戒や安全施策で生徒が『無力の存在』（powerlessness）へ

と社会化され何をするにも無力で権威に従うことを学ぶようになる。それによって、将

来選挙の投票率と政治的抗議行動、町の集会・学校の会議・PTAの会議等の地方政治

への参加の低下等の市民としての統治参加に著しい影響を与えるであろう」51）、「生徒

を受け身的な市民にし市民生活で積極的に参加させないようにする仕方で疎外すること

から学校が民主的でなく権力的な方法で運営されることによる影響が危惧される」52）、

「…生徒は学校の権威を受け容れ校則に無批判に従うことに社会化されるので民主的

な規範と対立する市民性についての一つの見本を学ぶ」、53）と述べる。

　また、カプチックは「学校で処分される生徒はドロップ・アウト、逮捕、収監、失業

等のいくつかの否定的な結果に陥る危険がある。しかし、生徒たちがこうしたことから

市民性に関する教訓として何を学び、校則と処分は生徒を将来の大人の役割をいかに社

会化するのかについて研究が行われていない…（ことは）…重要な怠慢である」54）と

問題提起しつつ、1994年～2009年に3度行われた全米青少年・成人幸福度長期調査

（National　Longituditional　Survey　of　Adolescent　to　Adult　Health）のデータに依拠し、

ゼロ・トレランスで停学処分を受けた経験のある生徒はそうでない生徒と比較して選挙

で投票しなかったり選挙権名簿に登録しなかったりコミュニティでボランティア活動に

参加しない傾向がみられるとし、停学処分は将来の政治的無関心（politica1　apathy）

を引き起こすことにつながるであろうと悲観視している。55）限られたデータに基づく

見解ではあるが、カプチックによれば生徒懲戒の過程が適正で民主的であることが生徒

が学校で民主主義を肯定的に体験し市民として民主主義を担うのに相応しい能力と市民

性が育まれることが示唆されている。

　第2に、生徒の意見表明権と懲戒手続きの適正性の保障についてである。カプチック

は述べる。「学校は生徒が公正に扱われることを保障するために学校がすべきことを生

徒に伝えるべきであり、生徒は懲戒を受ける場で自分たちの権利を知るべきである。

…一 そうすることが生徒が学校の権威が専断的で強制的ではなく合法的であると受けと

める助けとなるであろう」56）、「学校が生徒たちに民主的な参加を試す機会を用意し、

生徒の意見を聴き参加を奨励することによって生徒の取り組みに応える時に、生徒はそ
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のような民主的な行動を繰り返すことを習得する。他方、生徒が学校での処遇の仕方に

ついて意見を表明することを妨げられたり、学校で民主的で対話的な協議が奨励されな

いならば、生徒たちは無気力で無関心な大人に育っていくであろう。」57）「校則に合わ

せる教育は多くの生徒が直面しているもっとも重要で被害を受ける問題の一つであるい

じめを増やす可能性が高い。…学校が生徒が生徒の間の関係で模倣する独断的で権力

支配的な振る舞いの一つの手本を示すことになり生徒の間でいじめを引き起こす危険な

要因である」58）、「学校の教職員が生徒の問題行動に対する向き合い方として何よりも

もっとも基本的な改革は生徒の声にもっと注意深く耳を傾けることであり、そのために

は学校の懲戒権者は生徒の意見を傾聴するスキルを改善することであり、そのことに

よって生徒の問題行動により良く関与することで直接的には問題を解決し、間接的には

学校の権威の公正性と合法性に対する生徒の認識を改善しひいては問題行動を減らすこ

とができる」。59）

　カプチックによれば、生徒懲戒の過程で生徒に意見表明の機会を保障する手続きの適正

性が学校の道徳的・教育的権威を高め、そしてそれに対する生徒の信頼が生徒の市民性を

肯定的に育みひいては安全な学校秩序の維持にも建設的な効果をもたらすのである。60）

　第3に、修復的司法の実践による学校の権威の確保についてである。カプチックは「生

徒をより民主的で将来無気力の市民に社会化させない仕方で処罰することは可能であ

る」としつつ61）、ゼロ・トレランスに代わる修復的司法の実践で問題行動や停学処分

の減少等で「成功している学校」が注目されるニューヨーク市の取り組みを評価する。

その実践では懲戒処分を科す余地は残されているが、加害生徒が学校コミュニティと

個々の被害生徒にどのように被害を与えたかを理解することを求める。修復的司法では

加害生徒が犯した過ちに責任を負い学校コミュニティの価値のある構成員として処遇さ

れる。通常ではほとんど議論や問題を解決しようとすることなくただ生徒を自宅に送る

停学処分の場合は、当該生徒は学校コミュニティの重要な構成員として処遇されること

はない。加害生徒は排除する必要がある問題児として扱われるために、こうした生徒の

中には少なくともこのようなメッセージを学習し内面化させることで将来の否定的な振

る舞いを選ぶことを許すことになるのである。62）成果を挙げているニューヨーク市の

学校の修復的司法の実践については別稿で紹介・考察しているが63）、修復的司法の理

論と実践的成果を論じた主要文献を総評する研究レビューでは、修復的司法の実践につ

いてはなお追究すべき課題があるとしながらも、学校の政策決定だけでなく生徒懲戒の

手続きでとくに生徒に発言権を認めることが学校の懲戒権限に対し生徒が合法的で適正

であると受けとめる認識と生徒の自立する力（empowering）を高め、こうした学校の

合法的な秩序が生徒のコンプライアンス意識を高めることにつながるという理由から修

復的司法の実践を学校の風土・文化と安全の問題に対する有望なアローチであると評価

している。そして、生徒と教職員が権力的な関係ではなく支援的で修復的な関係の中で

生徒の学校コミュニティ意識が強まり、能動的な学校参加・社会参加につながる効果に
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結びづくと論じている。M）

おわりに

　本稿では、ゼロ・トレランスを追究する論者の言説を補いつつ、学校教育の民主主義

をテーマに据えて考察した。ゼロ・トレランスの研究については、連邦・州レベルの歴

史・政策・調査データ・判例等を扱う文献・資料が多数公刊されている。また、修復的

司法の実践に教育的可能性と学校における安全の創造さらには民主主義の価値を探る研

究や施策も少なくない。その一方では、政権交代によってゼロ・トレランス方針への揺

り戻しの動きが懸念される。以下、今後の課題にも触れて本稿のまとめとする。

　第1に、学校教育における民主主義の実践と生徒の市民性の発達という課題からすれ

ば、校則の正統性と関わって校則を担う生徒の当事者性と主体性の可否が議論されなけ

ればならない。例えばゼロ・トレランスの代替策として修復的司法の実践に取り組む

ニューヨーク市教育局はニューヨーク州法に基づき校則あるいは生徒懲戒のあり方を見

直す過程に関係当事者として生徒の意見を表明し参加する権利を制度上保障している。

65）校則と生徒懲戒が学校の専決的な権限でなく、生徒の権利を保障することで校則と

生徒懲戒の正統性を担保しようとしているのである。

　第2に、ゼロ・トレランスに代わる修復的司法の実践については、学校・教員にはそ

れに相応しい力量形成が必要とされる。本稿で紹介したように修復的司法の実践に積極

的に取り組もうとしている教育専門職団体は生徒の振る舞いに対処する管理方法、生徒

懲戒と紛争解決に関わる職能開発のための研修等の条件整備を求めている。しかし、教

育予算の削減を目論むトランプ政権はそのための財源確保には容易に応じることはない

であろう。

　第3に、トランプ大統領が大統領選挙選中に行った人種的・宗教的・性的差別発言を

契機に深刻に顕在化しているアメリカ社会の不寛容な「分断」は、ゼロ・トレランスに

よる人種的不均衡の「分断」に通底する問題である。オバマ政権下で見直されたゼロ・

トレランス方針がトランプ政権で復活し生徒間の「分断」を解消する施策が後退するこ

とが懸念される。そしてs非民主的な学校風土の改革と関係修復的な取り組みに対する

財政的・人的支援よりはむしろ生徒の処罰・排除処分の強化と学校選択制によって生徒

間の「分断」と学校間の安全・安心格差がより悪化していくであろうことが危惧される。

66）第4に、2001年に制定された落ちこぼれ防止法（NCLB）によるテスト政策とゼロ・

トレランスの厳罰方針が一体となり、社会的にまた学習面でニーズを抱えた生徒が過剰

に処分の対象にされ学力格差と懲戒処分格差が不可分的に裏表の現象を呈している。67）

したがって、生徒の学力格差問題に取り組む上で懲戒処分の人種間格差に取り組むこと

が差し迫って必要とされるのである。
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いずれにしても、：　tトランプ政権の今後の政策展開や州あるいは学区・学校の各コミュ

三ティにおける取り組み状況を注視していくことにしたい。
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